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PDF/655kBコーポレートガバナンス報告書

PDF/253kBコーポレートガバナンスガイドライン

当社におけるコーポレートガバナンスに関する基本的な考え方、枠組み及び運営方針を明らかにすることを
目的として、「コーポレートガバナンスガイドライン」を制定しています。
「コーポレートガバナンスガイドライン」及び「コーポレートガバナンス報告書」はこちらをご覧ください。

1.私たちは常に先進の技術の創造に努め、お客様に喜ばれる高品質で個性のある商品を提供します。
2.私たちは常に人・社会・環境の調和を目指し、豊かな社会づくりに貢献します。
3.私たちは常に未来をみつめ国際的な視野に立ち、進取の気性に富んだ活力ある企業を目指します。

企業理念

当 社 は 、 以 下 に 掲 げ る 企 業 理 念 に 基 づ き 、 「 存 在 感 と 魅 力 あ る 企 業 」 を 目 指 し 、 「 お 客 さ ま
第 一 」 を 基 軸 に 、 持 続 的 な 成 長 と 中 長 期 的 な 企 業 価 値 の 向 上 を 図 る こ と に よ り 、 す べ て の
ステークホルダーから満足と信頼を得るべく、コーポレートガバナンスの強化を経営の最重要
課題のひとつとして取り組みます。
当 社 は 、 経 営 の 意 思 決 定 ・ 監 督 機 能 と 業 務 執 行 機 能 を 明 確 に し 、 意 思 決 定 の 迅 速 化 を 図 り 、
効率的な経営を目指します。
当 社 は 、 社 外 役 員 に よ る モ ニ タ リ ン グ 及 び 助 言 を 通 じ 、 適 切 な 経 営 の 意 思 決 定 ・ 監 督 と 業 務
執行を確保するとともに、コンプライアンスやリスク管理体制の向上を図ります。
当社は、経営の透明性を高めるために、適切かつ適時な開示を実施します。

・

・

・

・

コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方

コーポレートガバナンス

https://www.subaru.co.jp/csr/pdf/governance_guideline.pdf
https://www.subaru.co.jp/csr/pdf/governance.pdf
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※各期の新任役員については、就任後に開催された取締役会を対象に出席率を算出しています。

取締役会の参加率（直近5年の推移）

・利益相反取引が行われる恐れがあるときは事前に取締役会において承認を得ている。
・年に1度、４月の取締役会で過年度の各取締役の兼職状況の報告を行っている（不正な取引や、職務に

支障を及ぼす兼務のないことの報告）。

【取締役会のメンバーによる利益相反の防止】

当社は、監査役制度を採用しており、取締役会及び監査役会において、重要な業務執行の決定や監督及び
監査を行っています。
取締役会は、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に必要な取締役会全体としての知識・経験・
能力のバランス、多様性を確保するため、企業経営者、有識者等から経験・見識・専門性を考慮して、複数の
社外取締役を選定しております。
また、社内取締役については、当社の企業理念や経営戦略から導いた役員に求める要件に照らし、その経験
・見識・専門性等を総合的に評価・判断して選定しております。

取締役の人数は、社内・社外を併せて15名以内と定款で定めております。
2016年度の取締役会は取締役8名により構成され、2名を独立性の高い社外取締役とすることでガバナンスの
一層の強化を図っています。また、議長は代表取締役社長が務めており、執行役員は兼任しておりません。

監査役会は監査役4名により構成され、2名を社外監査役とすることで経営の監視を客観的に行っています。

業務執行体制については、取締役会に諮る必要のある重要案件については、経営会議で議論を深め、全社的
経営戦略および重要な業務執行の審議を行っています。また、執行役員制度を採用するとともに、自動車
事業を中核に据え、航空宇宙部門については社内カンパニー制を導入して、責任の明確化と執行の迅速化を
図っています。

経営規模の拡大に伴い、経営と業務執行の分離による監督機能の強化と業務執行のスピードアップを狙いと
する取締役会機能の強化、そして経営管理本部、CQO（最高品質責任者）、CTO（最高技術責任者）、CIO
（ 最 高 情 報 責 任 者 ） を 新 設 し 、 経 営 全 般 に 係 る グ ロ ー バ ル で の 経 営 管 理 、 事 業 監 視 機 能 の 強 化 を 図 っ て
まいります。

会 社 の 機 関 の 内 容
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役 員 指 名 会 議 は 、 役 員 人 事 の 決 定 に お け る 公 正 性 ・ 透 明 性 を 確 保 す る た め 、 取 締 役 ・ 監 査 役 候 補 者 の
指名案および執行役員の選任案を取締役会に答申します。

役員指名会議は、代表取締役、秘書室担当取締役、社外取締役で構成され、2016年度は代表取締役社長が
議 長 を 務 め ま し た 。 ま た 、 2 0 1 6 年 度 は 1 回 開 催 さ れ 、 主 に 役 員 体 制 ・ 人 事 お よ び そ の 役 割 分 担 、 重 要 な
子会社の代表人事などの答申を行いました。

役員指名会議

コーポレートガバナンス体制

取締役及び監査役に対し、その職責を十分に果たすため、経営を監督する上で必要となる事業活動に関する
情報や知識を継続的に提供するよう、勉強会を実施しています。また、社外役員に対し、当社の経営理念、
企業文化、経営環境等について継続的に情報提供を行うため、執行部門からの業務報告や工場見学等の機会を
設けるとともに、役員相互での情報共有、意見交換を充実させるための環境を整備しています。
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当社では、各事業の横串機能を担う経営企画部を中心とした全社共通部門が各部門・カンパニーと密接に
連携して、リスク管理の強化を図っています。
さらに、監査部が各部門およびグループ各社の業務執行について計画的に監査を実施しています。
加 え て 、 当 社 で は 、 内 部 統 制 シ ス テ ム の 整 備 に 資 す る た め 、 リ ス ク 管 理 の 最 も 基 礎 的 な 部 分 に 位 置 付 け
られるコンプライアンスの体制・組織を整え、運用しています。

全社的なコンプライアンスの実践を推進するため、コンプライアンス委員会を設置し、重要なコンプライ
アンス事項に関する審議・協議、決定、情報交換・連絡を行っています。

リ ス ク 管 理 体 制 の 整 備 の 状 況

当社は2015年4月の取締役会において、取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保する
た め の 体 制 そ の 他 株 式 会 社 の 業 務 の 適 正 を 確 保 す る た め に 必 要 な 体 制 の 整 備 に つ い て の 基 本 方 針 を 決 議
しています。

内 部 統 制 シ ス テ ム の 整 備

役 員 報 酬 会 議 は 、 適 切 な 比 較 対 象 と な る 他 社 の 報 酬 水 準 、 当 社 に お け る 従 業 員 の 報 酬 、 社 会 情 勢 な ど を
考慮し、報酬を決定します。代表取締役、秘書室担当取締役、社外取締役で構成され、2016年度は代表
取締役社長が議長を務めました。

2 0 1 6 年 度 は 4 回 開 催 さ れ 、 考 課 に 基 づ い た 取 締 役 （ 社 外 取 締 役 を 除 く ） お よ び 執 行 役 員 の 業 績 連 動 報 酬
等 を 決 定 し ま し た 。 ま た 、 役 員 報 酬 制 度 の 見 直 し の 一 環 と し て 、 譲 渡 制 限 付 株 式 報 酬 制 度 の 制 度 設 計 を
行い、取締役会へ提案を行いました。

取締役に支給する１年間の報酬等の総額は、2016年6月28日開催の第85期定時株主総会において、12億円
以内（うち社外取締役分2億円以内）」とする決議を頂いております。その枠内で、役員報酬会議において
審 議 し 、 取 締 役 会 の 決 議 に よ り 、 ① 基 本 報 酬 （ 職 位 を 基 礎 と し 経 営 環 境 等 を 勘 案 し た 固 定 分 ） 、 
②短期業績連動報酬（連結経常利益実績を基礎としROE※、自己資本比率改善度、人材育成や経営環境等を
勘 案 し た 業 績 連 動 分 ） 、 ③ 長 期 イ ン セ ン テ ィ ブ （ 企 業 価 値 の 持 続 的 な 向 上 の イ ン セ ン テ ィ ブ を 与 え る
譲 渡 制 限 付 株 式 の 付 与 の た め の 報 酬 ） 、 を 支 給 す る こ と と し て お り ま す 。 尚 、 各 項 目 の 水 準 は 、 外 部
専 門 機 関 等 の 調 査 デ ー タ を 活 用 し 、 職 責 や 社 内 社 外 の 別 に 応 じ て 設 定 い た し ま す 。 ま た 、 ③ の 総 額 は
年額2億円を上限としております。社外取締役には②および③の支給はありません。

※ R O E ： R e t u r n  o n  E q u i t y （ 自 己 資 本 当 期 純 利 益 率 ）

役員報酬会議
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PDF/1,201kB第86期 有価証券報告書及び内部統制報告書

金融商品取引法に基づく「内部統制報告制度」に関して、財務報告に係る内部統制の評価は、連結会計年度
の 末 日 を 基 準 日 と し て 行 わ れ て お り 、 評 価 に 当 た っ て は 、 一 般 に 公 正 妥 当 と 認 め ら れ る 財 務 報 告 に 係 る
内部統制の評価に関する基準に準拠しています。

2017年3月31日現在の財務報告に係る内部統制の整備状況について、適正に整備され、有効に機能している
こ と を C E O （ 代 表 取 締 役 社 長 ） 、 C F O （ 最 高 財 務 責 任 者 ） が 評 価 ・ 確 認 し 、 そ の 旨 の 内 部 統 制 報 告 書 を
会計監査人の監査を得て発行しました。

財 務 報 告 に か か わ る 内 部 統 制 の 評 価

当 社 の 常 勤 監 査 役 （ 常 勤 の 社 外 監 査 役 を 含 み ま す ） は 、 監 査 役 会 が 定 め た 監 査 方 針 お よ び 監 査 計 画 に
基づき、取締役会やその他重要な会議体への出席、事業所往査、子会社調査、内部監査部門からの聴取等を
実施し、取締役等の職務執行を監査しています。常勤ではない社外監査役は、監査役会が定めた監査方針
および監査計画に基づき、取締役会やその他重要な会議体への出席、内部監査部門及び常勤監査役からの
聴取等を実施し、取締役等の職務執行を監査しています。

当社は、内部監査の組織として監査部を設置しており、社内各部門及び国内外のグループ会社の業務執行に
ついて計画的に業務監査を実施しています。年度はじめに内部監査年度計画と監査役会方針との事前調整を
行 い 、 監 査 役 に 対 し て 監 査 部 は 全 て の 内 部 監 査 結 果 の 報 告 、 月 次 単 位 で の 内 部 監 査 活 動 状 況 の 報 告 及 び
意 見 交 換 等 を 行 い 、 連 携 を 図 っ て い ま す 。 さ ら に 、 会 計 監 査 人 に よ る 監 査 を 併 せ 、 監 査 機 能 の 強 化 に
努めています。

内 部 監 査 、 及 び 監 査 役 監 査 の 状 況

部門・カンパニー毎ではコンプライアンス責任者及びコンプライアンス担当者を配置し、コンプライアンスを
現場単位できめ細かく実践する体制を組織し、さらに、日頃から役職員を対象とした教育・研修を計画的に
実施しており、社内刊行物などを通じて随時、コンプライアンス啓発を行っています。

また、ＳＵＢＡＲＵグループのコンプライアンスの実践を推進するために、グループ会社に対し教育・研修の
実施や社内刊行物による情報提供を行うとともに、当社内部通報制度（コンプライアンス・ホットライン）
への参加により、実効性を高めています。

https://www.subaru.co.jp/ir/library/pdf/ms/ms_86.pdf
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生命・身体の安全を最優先とする
ステークホルダー（利害関係者）の利益の喪失、
および会社の価値の喪失を最小限とする。
緊急事態においても、常に誠実、公正、透明
を基本とする。

1.
2.

3.

緊急事態対応の基本方針

※BCP：Business Continuity Plan（事業継続計画）

さまざまな緊急事態の発生時にも、お客さまへの
サービスの低下やマーケットシェアの縮小、企業
価値の喪失を最小限に抑えることを目的に、当社の
事業継続や早期復旧を的確かつ迅速に行うための
BCP※を各事業所単位で策定しています。2016年度
は大規模地震を想定した本社と事業所連携で緊急
対策本部の初動訓練を実施しました。今後も訓練を
継続的に実施し、BCPの確認や見直しを行うこと
で、緊急事態の発生により、当社の事業リソース
（人的・物的・金的）が損傷を受けた場合には、
残 存 す る 能 力 を 最 大 限 に 活 用 し て 、 優 先 さ れ る
事 業 の中断をミニマムレベルにとどめ、発生前の
操業状態への早急な復旧を図ります。また、緊急
事 態 対 応 の 基 本 方 針 を 定 め 、 事 業 継 続 の 推 進 に
取り組んでいます。

各事業単位でのBCPを策定

当社の緊急事態対応基本マニュアル
と危機管理（防災）ガイドライン 

企業の事業活動に何らかの負（マイナス）の影響を与える不確定要素の
ことをリスクと捉えますが、このリスクにはさまざまな領域のものがあり
ます。その中でも、とりわけ経営に重大な影響を及ぼすもので、かつ通常の
意 思 決 定 ル ー ト で は 対 処 困 難 な ほ ど 「 緊 急 性 」 を 求 め ら れ る も の が
「クライシスリスク」です。当社では、このクライシスリスクをさらに
自然災害、事故、内部人的要因、外部人的要因、社会的要因（国内・海外）、
コ ン プ ラ イ ア ン ス リ ス ク に 分 類 し 、 各 々 の 緊 急 事 態 発 生 時 に 対 応 し た
マニュアルを作成しています。そして、このマニュアルをもとに、リスク
発生認知後の情報の伝達経路や対策本部の設置など、最適な方法による対
応を図っています。

ク ラ イ シ ス リ ス ク




